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平成 22 年度 北信越・東海地区保育所主任保育士 

（初任者指導保育士）研修会実施要領 
 
１．目   的 
 ・保育所保育指針の周知 
 ・主任保育士の専門性の向上 
 ・初任者指導保育士としての専門性の向上 
 
２．ね ら い 
 ・保育所保育指針を踏まえた保育実践について理解する。 

 ・保育所における主任保育士の役割について理解する。 

 ・初任者指導についての具体的な技術を理解する。 

 ・初任者指導に関連する事項を理解する。 

 ・保育所の実践事例などの報告により、具体的な取り組み方法を理解する。 

 ・担当者同士の意見交換により他の保育所の実践について理解する。 

 

３．主   催 

   社会福祉法人 日本保育協会 

 

４．後   援 

    厚生労働省 
 

５．対   象  

  北信越・東海地区内の保育所の主任保育士並びにこれに準ずる保育士とします。 

 

６．人   員  

原則、保育所ごとに1名とします。 
 

７．定   員 

300名 

 

８．期日及び場所 

＜期   日＞ 平成22年7月27日（火）・28日（水）・29日（木）・30日（金）の4日間 

＜会場・宿舎＞ 名古屋クラウンホテル 

〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄１－８－３３ 
                電話・０５２－２１１－６６３３番（代表） 

会場までのご案内は16. 交通案内を参考にしてください。 
 
９．経   費 
 (1) 研修の受講料は徴収しません。ただし、参考資料その他の雑費として 4,500 円、宿泊費として 

44,500円（3泊4日・3朝食・2昼食・1交流会を含む）の合計49,000円をお預かりします。 
研修初日に参考資料その他の雑費の 4,500 円を受付で現金にてお支払いください。宿泊費の 

44,500円は、受講票送付の際に指定する口座にお振り込みください。 
(2)  交通費は自己負担になります。  
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10．研修内容 

研修科目 研修のねらい 研 修 内 容 方法・時間 講師名 

1．保育所保育

指針におけ

る主任保育

士 

保育所保育指針を踏まえ

た保育実践について研修

し、保育所保育指針におけ

る主任保育士の役割につ

いて理解する。 

・保育所保育指針を

踏まえた保育実践 
・保育所保育指針に

おける主任保育士

の役割 
・保育をめぐる最近 

の動向 
・保育所における

安全管理 

講義・討議

3時間 

厚生労働省雇用均等・

児童家庭局保育課    
 

保育指導専門官 
丸 山 裕美子

2．乳幼児の発

達に基づく

保育実践 

乳幼児の発達の最近の動

向について研修し、発達に

基づいた保育実践につい

て理解する。 

・乳幼児の発達の最

近の動向 

・乳幼児の発達に基 
づいた保育実践 

講義・討議

3時間 

立教女学院短期大学 
 

今 井 和 子

3．保育所にお

ける安全管

理 

保育所の環境構成や安全

管理について研修し、保育

現場での実践における配

慮事項について理解する。

・保育所の環境構成 
・保育所における  

安全管理 
講義・討議

3時間 

のあ保育園 

副園長 

田 中 浩 二

4．保育所にお

ける保護者

支援 

保育所が地域の子育てに

果たす役割や、保育所の保

護者支援の実践について

理解する。 

・保育所における保

護者支援の意義 
・保育所における保

護者支援の実践 

講義・討議 
3時間 

東京成徳短期大学 

教授 

寺 田 清 美

5．保育所にお

ける現任指

導 

園内研修の実施の方法な

どを通じて、現任保育士の

専門性の向上のための手

法について理解する。 

・園内研修のあり方 
・保育士の資質の向

上のための手法 
 

講義・討議

3時間 

大妻女子大学 

准教授 

岡     健

6．保育の計画

の作成と自

己評価 

乳幼児の発達の特性を踏

まえた保育の計画につい

て研修し、保育所保育指針

を踏まえた保育課程・指導

計画の作成について理解

する。 

・個別の発達を踏ま

えた指導計画の作

成 
・保育所保育指針を

踏まえた指導計画

の作成 
・ガイドラインを踏ま

えた自己評価 

講義・討議

3時間 

大阪総合保育大学 
 
教授 

大 方 美 香

 
11．日 程 表 

開
講
式

7 8 9 18 19　　　　　　時間
　　日

10 11 12 13
20 40

20 2114 15 16 17
30

保育所保育指針に
おける主任保育士

3050

交
流
会

自主研修
保育所における

安全管理

30 1530

保育所における
現任指導

昼
　
食

平成22年
７月30日（金）

朝
　
食

朝
　
食

朝
　
食

保育の計画の作成
と自己評価

乳幼児の発達に
基づく保育実践

閉
講
式

平成22年
7月27日（火）

平成22年
7月28日（水）

平成22年
7月29日（木）

自主研修

受
　
付

保育所における
保護者支援

昼
　
食
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12．申込み先 

  受講を希望される方は、別紙の申込書に必要事項を記入の上、各県・指定都市・中核市の保育主管課

にお申込みください。 

( 1 )新潟県福祉保健部児童家庭課  〒950-8570 新潟市新光町4-1         ℡  025-281-5215 

( 2 )富山県厚生部児童青年家庭課  〒930-8501 富山市新総曲輪1-7         ℡  076-444-3208 

( 3 )石 川 県 少 子 化 対 策 監 室   〒920-8580 金沢市鞍月1-1             ℡  076-225-1421 

( 4 )福井県健康福祉部子ども家庭課  〒910-8580 福井市大手3-17-1           ℡  0776-20-0342 

( 5 )長 野 県 こ ど も ・ 家 庭 福 祉 課  〒380-8570 長野市南長野幅下692-2        ℡  026-235-7098 

( 6 )岐阜県健康福祉部子ども家庭課   〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1         ℡ 058-272-1111(内 2629) 

( 7 )愛知県健康福祉部子育て支援課  〒460-8501 名古屋市中区三の丸3-1-2    ℡  052-954-6282 

( 8 )三重県健康福祉部こども家庭室  〒514-8570 津市広明町13           ℡  059-224-2268 

( 9 )名古屋市子育て家庭部保育運営課  〒460-8508 名古屋市中区三ノ丸3-1-1     ℡  052-972-3094 

(10)新 潟 市 福 祉 部 保 育 課  〒951-8550 新潟市学校町通1-602-1       ℡  025-226-1217 

(11)富 山 市 こ ど も 福 祉 課  〒930-8510 富山市新桜町7-38           ℡  076-443-2060 

(12)金 沢 市 こ ど も 福 祉 課  〒920-8577 金沢市広坂1-1-1          ℡  076-220-2299 

(13)長野市保健福祉部保育家庭支援課  〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613      ℡  026-224-8032 

(14)岐 阜 市 保 育 事 業 課   〒500-8701 岐阜市今沢町18          ℡ 058-265-4141(内 5563) 

(15)豊 橋 市 福 祉 保 健 部 保 育 課  〒440-8501 豊橋市今橋町1               ℡  0532-51-2322 

(16)岡 崎 市 こ ど も 部 保 育 課  〒444-8601 岡崎市十王町2-9           ℡  0564-23-6143 

(17)豊 田 市 子 ど も 部 保 育 課  〒471-8501 豊田市西町3-60           ℡  0565-34-6809 

 

13. 申込み手続き 

受講申込みの受付は都道府県・指定都市・中核市の児童福祉（保育）主管課になります。 

 別紙の申込書に必要事項をご記入の上、同主管課から日本保育協会に郵送にてお申込みください。 

  お申込みについては、全体の受講申込みの状況によっては受講いただけない場合もございますので、

申込書の優先順位欄に優先順位をご記入ください。受講いただけない場合には、各主管課へ日本保育協

会よりご連絡します。 

  なお、各主管課からの申込書の送付先は次の通りです。 

 

 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目53番1号 こどもの城13階 

          社会福祉法人 日本保育協会 研修部（加藤・小檜山・今井） 

          電 話  ０３－３４８６－４４２０（研修部直通） 

          ＦＡＸ  ０３－３４８６－４４１５ 

          E-mail ： kato@nippo.or.jp （加藤） 

 

※個人情報の取り扱いについて 

申込書に記載していただく個人情報は、研修の実施上必要なお申込み内容の確認、及び受講者となっ

た方へ受講票を送付する際に使用します。また、主催者からお申込みいただいた方や、保育所へ連絡す

る必要がある際に使用いたします。これらの目的以外には使用いたしません。 

 

14. 締   切 

各都道府県・指定都市・中核市の児童福祉（保育）主管課が指定する期日までにお申込みください。 
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15. そ の 他 

(1) 研修会の通修での受講はできません。 

(2) 受講者は全員合宿（相部屋）となります。 

(3) 受講者には日本保育協会から各自の勤務先あてに受講票を送付します。 

(4) 研修の全課程を受講された方には修了証を発行します。 

(5) お申込み後の受講取消しはできません。 

(6) 研修会途中からの受講はできません。 

(7) 第1日目の昼食は各自ですませてからご来場ください。 

(8) 北信越・東海地区主任保育士（初任者指導保育士）研修会の宿泊（食事含む）については、日本保

育協会の指定する旅行代理店に業務委託して実施します。 

 

16．交通案内 

 

○名古屋駅より・・・・・・・タクシ－5分・徒歩15分  

地下鉄伏見駅下車・・・・・徒歩5分  

市バス納屋橋下車・・・・・徒歩1分 

 

○会場周辺地図 

 

 
 
 
 



 

 

 

平成 22 年度 北信越・東海地区保育所主任保育士 

（初任者指導保育士）研修会申込書 
 

 

フリガナ   年齢 性別 

お名前   
歳

男 ・ 女 

勤務先名称 

  

公営・私営 １．公営         ２．私営 

勤務先所在地 

（〒    －      ） 

勤務先電話番号 (          ) 

法 人 名   

（私営のみ） 
  

主任保育士   

の経験年数 
(月数切り捨て) 

 
 

年 

保育士としての  

経験年数 
(月数切り捨て) 年

優先順位   

(主管課記入) 
  

 

 

 


